
※本資料の内容は予告なく変更される場合があります。
※法令の内容や罰則等については、最新の規定が適用されますので、法令に基づく措置を行うにあたっては、必ず最新の法令等を御確認ください。

１ 労働安全衛生法に定める計画届について
事業者は、一定の建設物、機械等の設置、移転又は主要構造部分の変更等をしようと

する場合や、一定の規模・種類の建設工事を開始する場合は、事前にその計画内容を所轄
労働基準監督署長に届け出ることを労働安全衛生法第88条で義務づけられています。
石綿の除去等の工事については、以下のものについて、14日前までに、労働安全衛生

規則様式第21号による届書に、添付書類を添えて所轄労働基準監督署長に届け出る必要
があります。

２ 計画届の対象工事（石綿関係）
①建築物、工作物又は船舶（鋼製の船舶に限る）に吹き付けられている石綿等（石綿等
が使用されている仕上げ用塗材を除く。）の除去、封じ込め、又は囲い込みの作業を
行う仕事
②建築物、工作物又は船舶（鋼製の船舶に限る）に張り付けられている石綿等が使用さ
れている保温材、耐火被覆材（耐火性能を有する被覆材をいう。）等の除去、封じ込
め又は囲い込みの作業（石綿等の粉じんを著しく発散するおそれのあるものに限
る。）を行う仕事

詳細は、所轄の労働基準監督署にお問い合わせください。

建設工事計画届の概要



参考：石綿障害予防規則等の改正のポイント（令和２年７月１日公布）

改正前 改正後 ※下線・傍線部分が改正内容

レベル１
石綿含有吹付け材

レベル１

石綿含有吹付け材

レベル２
石綿含有保温材、
耐火被覆材、断熱材 レベル２

石綿含有保温材、
耐火被覆材、断熱材

レベル３
スレート、Pタイル、
けい酸カルシウム板1種等
その他石綿含有建材

けい酸カルシウム板
1種※２（破砕時）

仕上げ塗材（電動工
具での除去時）
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その他石綿含有建材
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※１ 解体部分の床面積が80m2以上の建築物の解体工事、請負金額が100万円以上の建築物の改修工事及び特定の工作物の解体・改修工事
※２ 石綿含有けい酸カルシウム板１種（天井、耐火間仕切壁等に使用）：レベル１・２ほどの飛散性はないが他のレベル３より飛散性が高い
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解体・改修工事開始前の届出の拡大・新設
（令和2年7月1日公布・令和3年4月1日施行）

計画届の対象拡大（労働安全衛生規則第９０条）

■ 以下の仕事について、新たに労働安全衛生法第88条第３項に基づく計画届の対象とする。

① 耐火建築物・準耐火建築物に吹き付けられている石綿等の封じ込め又は囲い込みの作業を行う仕事

② 耐火建築物・準耐火建築物以外の建築物、工作物、船舶に吹き付けられている石綿等の除去、封じ込め又は囲い込
みの作業を行う仕事

③ 建築物、工作物、船舶に張り付けられている石綿含有保温材等の除去、封じ込め又は囲い込みの作業を行う仕事

＜改正前＞

＜改正後＞

建築物、工作物、船舶 うち耐火建築物・準耐火建築物
吹き付けられている石綿等の除去 作業届 計画届
吹き付けられている石綿等の封じ込め又は囲い込み 作業届 作業届
石綿含有保温材等の除去、封じ込め又は囲い込み 作業届 作業届

建築物、工作物、船舶 うち耐火建築物・準耐火建築物
吹き付けられている石綿等の除去 計画届 計画届
吹き付けられている石綿等の封じ込め又は囲い込み 計画届 計画届
石綿含有保温材等の除去、封じ込め又は囲い込み 計画届 計画届


